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｜往電第15 1 2号別電

本日 Ii、既に第十回目の会談を迎えた。現在日本側も中国側もこの交渉を成功きせ

るために真けんに努力を続けている。昨日の第九回会議において、緯副部長ti更に一

つの新しい提案を提示された。われわれは、中国側のこのような積極的な態度を評価

する。われわれは、中国側のこの新しい提案を真けんにかつじゅう分に険討致した。

しかし、われわれの結論は、残念ながら、この提案に同意できないということである

。

？ムlj、以下にわれわれの考え方を若子御説明したいと思う。

まず第一に、反は権条項の第 l文を I雨締約国がこの粂約に基づいて平和友好関係

を強固にし発展させることは、第三国に対するものではない。 jと書き代えるとの提

r-

案について払われわれは、この案は、 19 7 5年の中国側条約案第2粂第1文と基 関

本的に何ら変っていないと考えざるを得ない。 ¥ijl 
「・‘

私は 従来日、この条約自体が全体として何れがの国を敵視してそ…恥害す~~
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本電の取扱いLJ:慎重を期せわれたい。

本竜の主管変更その他につL、ては電信一般

問合せ係（TEL217 2）に連絡ありた L、。

るものではないことをはっきりいう必要があると一再ならず申し述べて来た。日本側

ーのこの考え方lj~現在でも基本的には全〈変りがない。しかるに、中国側の新しいfll:

案（j、このような考え方が反えいされていない。日本側としては、上述のような考え

方を反えいした条文を条約の中に入れることが必要であると考えている。われわれは

、中国側もこの粂約を何れかの国を敵視し、その固に対抗するものと考えているので

はないと理解している。従って、このような考え方を反えいした粂文をお互い仁努力

し、工夫して考え出したいと強〈希望するものである。

日本側はこのような希望に基つ・いて、第八回会談において日本側の新しい案文をf.i

出したのである。それは、共同戸明の精しんからf記呈していないばかりか、共同声明

の忍旨にちゅう実に沿ったものであると考える。もし中国側が、日本側提案の I何れ

かの第三国Jという表現に同志出来ないというのであれば、上述の考え方iこ沿った中

国側の受入れ可能な新しい案文をぜ非考え出していただきたく重ねて中国側にお願い

する。われわれも、更に考えて見たいと思う。

第二に、中国側！；；！.、日本｛則条約案の第 1粂を削除、しなければならないと言われた。

日本側粂約案の第 1粂(j、日中共同戸明第B項に明記されている平和友好条約の目的

fそのまま規定したものである。粂約本文の冒頭において、既に合怠されている条約

の目的を明確に規定することは極めて自然であり、公明正大なものであり、かつ日中

双方の共通点を反えいするものでもある。従って、この粂項を削除するとい主ことに

（；！、われわれは同意できない。

昨日も申し上げたとおり、日中双方t:t2 1日以来の会談において、既に相半大きな

威果を上げた。日中双方の基本的考え方は極めて多くの点でー零している。保って、
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本電の取級いは慎重を期せられたい。

本竜の主管変更その他については電信 般

問合せ係（TEL2172）に連絡ありたい

私（j現在問:aのしよう点となっている反(;I:権条項についても、

、在

写電信

日中双方が受入れ可能

な条文が双方の努力「によりさがし出せないはずはないと考える。交渉を促進させ ー

日も早い粂約締結を実現させるとの見地から、上述の日本側の考え方に対し中国側ljの
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理解が得られるよう期待する。

（了）


